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研究成果の概要（和文）：本研究では、消費者概念の内容について、これと対置されることの多い事業者概念と
の関係を通じて検討することで、新たな側面や問題点を見出すことができると考え、消費者と事業者との間の取
引関係等について、主にEU私法の展開等を踏まえながら考察した。その結果として、これら2つの概念はすべて
の場面において対立するものではなく、その内容が重なる場合があるのみならず、時として同じ方向性をもつこ
とがありうることが判明した。消費者と事業者との間の関係において、協働的なものともいえるこのような側面
を支援するためにはどのような規律体系が求められるのか、今後の研究でより深く分析することとしたい。

研究成果の概要（英文）：In this research, I proceeded with the assumption that it is possible to 
discover new aspects and issues of the "consumer" notion, by considering the relationship between 
this and the "business" notion, which are usually treated as being opposed notions. I therefore 
conducted an examination of transaction relations etc. between consumers and businesses, mainly 
through a comparative law analysis with EU private law. As a result, it became clear that these two 
concepts are not opposed to each other in all situations. On the contrary, their contents not only 
overlap, but sometimes may also have the same direction. In this aspect, my intention is to analyse 
more deeply in future research what kind of a discipline system would be adequate for supporting 
such aspects of this relation between these two notions, that can be said to be collaborative.

研究分野： 民法、消費者法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 研究開始当初および現在の日本法では、
消費者を保護するための法体系として、一般
法である民法のほかに、個々の取引類型等に
対応した消費者契約法、特定商取引法、割賦
販売法等の特別法を設ける方法が採られて
いる。そのため、たとえばフランス法におけ
るように、消費者法について包括的に規律す
る「消費（者）法典」のような法律は存在し
ない。このことから、民法と消費者法の位置
関係、および個々の消費者保護関連立法の位
置関係が問題となり、議論の対象とされてき
ている。 
 そして、研究開始当初において議論が終盤
を迎えつつあった民法（債権関係）改正との
関係で、民法と消費者法、および個々の特別
法の位置関係が、改めてより集中的な議論の
対象となっていた（内田貴『債権法の新時代』
(商事法務、2009 年)22 頁以下）。議論の主な
内容は、民法に「消費者」に関する規定を設
け、消費者取引を一般化して規律した方が望
ましいのか（以下「一般法化」という）、ま
た、個々の特別法を消費法典等にまとめて規
律した方が適切なのではないのかという点
を対象とするものであった。 
 
(2) 民法と消費者法との関係については、日
本では、従来から、個々の消費者保護立法（特
別法）の導入の際にも議論されてきたところ
である。その代表例としては、たとえば、不
当条項の無効を定める消費者契約法 10 条に
おいて、無効の一要件とされている信義則違
反における「信義則」と、民法 1 条 2 項に定
められている「信義則」との関係、また、消
費者が支払う損害賠償の額を予定する条項
の無効を定める消費者契約法 9 条における
「損害賠償」概念と、民法に定められている
「損害賠償」概念との関係などを挙げること
ができる。 
 民法と消費者法とのこうした関係につい
ての、民法(債権関係)の改正における主な考
え方は、消費者関係規定を民法に導入せず、
特別法のままとするものであるが、それには、
民法に参照規定を設けるというものと、消費
者契約法の基本規定を民法に導入するとい
うものがあった。この議論は、消費者契約法
等の特別法の将来的な改正や消費者法典の
制定の可能性とも関連している。また、民法
と消費者法、そして、民法における「人」概
念と消費者法における「消費者」概念の関係
を抜本的に見直し、それぞれの領域を含めて
再検討するきっかけを与えるものとなって
いる。 
  
(3) 他方で、個々の消費者保護立法の関係に
ついても、主にその適用範囲の相違や重複を
中心として議論がされてきたが、なお問題が
残されている。たとえば、消費者契約法の適
用範囲を画する要素となる「消費者」概念お
よび「事業者」概念については、同法 2 条に

定義規定があるが、他の特別法はそうした規
定を持たないことから適用範囲を統一的に
理解することが難しく、制度の透明性を保つ
ことが困難になっているという状況にある。 
 
(4) 研究開始当初は、民法改正における議論
の状況を受けて、特に消費者契約法において
特有の手当をする必要性等について消費者
庁や消費者委員会の検討チーム等において
考察が加えられていた。また、「消費法典」
のような包括的な規律を導入する必要性や、
「消費者売買法」などに限定された包括的立
法を採用することが望ましいといった点も
指摘されていた（河上正二編著『消費者契約
法改正への論点整理』（商事法務、2013 年））。 
 
(5) 研究開始当初のヨーロッパ私法の動向を
みると、契約法統一に向けて、ランドー委員
会 に よ っ て 「 ヨ ー ロ ッ パ 契 約 法 原 則
(Principles of European Contract Law, 
PECL)が作成され、ヨーロッパで広く受容さ
れていた。また、共通参照枠草案（Draft 
Common Frame of Reference, DCFR）も公
表され、私法全般の統一作業は、紆余曲折を
経ながら EU 主導でそれなりに進んでいるよ
うであった。 
 統一に向けたこの準備作業においても、民
法と消費者法の関係に焦点が当てられてき
た。たとえば、DCFR では、消費者法は私法
の独立した分野ではなく、私法の一般原則か
らの偏差により構成されてはいるものの、こ
れらの一般原則を基に築かれているとして、
消費者契約法を含む契約法が対象となるこ
とが決定されている。さらに、ヨーロッパ共
通 売 買 法 規 則 提 案  (Proposal for a 
Regulation of the European Parliament 
and of the Council on a Common European 
Sales Law, CESL)も、消費者契約をその適用
対象の中核としつつも、事業者間契約の一部
を も 規 律す る 形 を採 っ て いる (Reiner 
Schulze, Common European Sales Law 
(CESL) : A Commentary, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 2012)。 
 EU の消費者保護関連指令においても、「消
費者」概念の相違がみられるために様々な障
壁が生じることが論じられてきており
（ Hans Schulte-Nölke, Christian 
Twigg-Flesner, Martin Ebers (eds.), EC 
Consumer Law Compedium, Sellier, 2008, 
p. 455 ff.）、2011 年の消費者権利指令等を通
じてその統一が図られてきている。また、そ
れを受けた国内法化でも、各国の偏差がある
が同じような動向がみられる（ Stefan 
Vogenauer, Verbraucherbild(er) im 
EU-Recht, EUVR, vol. 3, no. 2 (2014), S. 
59-60）。 
 
２．研究の目的 
(1) EU における以上の検討は、日本の法理
論に対して次のような示唆を与えるもので



あり、有用なものであると考えた。 
 第一に、消費者契約法をはじめとする日本
の消費者保護関連立法の導入の際には、EU
法の制度が調査され、参考とされてきている
ため、EU の立法状況や欧州連合司法裁判所
の判例のその後の展開を分析・検討すること
は、日本における議論において参考になる。 
 第二に、EU には、消費者契約法に関する
規定を民法に取り込んでいる加盟国（たとえ
ばドイツ）と、民法と消費者契約法のそれぞ
れにつき個別の法体系を形成している加盟
国（たとえばフランス）があるため、EU 法
の展開に伴う加盟各国における国内法の動
向を確認することは、日本におけるこれらの
法の位置づけを考察する上で欠かせない。 
 第三に、日本においては、「消費者法」概
念を対象とした研究は行われてきているが、
「事業者」概念を中心としたものはあまりみ
られず、EU 法における「事業者」概念をめ
ぐる展開を比較法の対象とすることの意義
は大きい。 
 
(2) 以上を踏まえて、本研究では、消費者法
の境界線を画する重要な要素である「消費
者」概念を再定義するための材料として、そ
の対極にある「事業者」概念の内容および範
囲について、ヨーロッパ私法の動向をふまえ
て日本法と比較しつつ明確化し、これを通じ
て、最も望ましい形での民法と消費者法の位
置づけについて考察を加えることを目的と
した。 
 こうして、本研究では、従来の議論を背景
として、ヨーロッパ私法における新たな動き
を踏まえつつ、消費者法の範囲を画する重要
な要素となる「消費者」概念を、「事業者」
概念に焦点を当てて再定義することによっ
てその位置関係を明らかにし、日本において
望ましいと考えられる今後の方向性につい
て考察することを目指した。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、まず、国内での資料収集を中
心的な方法として用いた。また、それと並行
して、国内で開催された研究会等に参加し、
国内外の研究者との議論を通じて情報を集
め、研究の方向性について再確認・再検討を
した。さらに、大学の図書館等を通じて海外
の資料収集等を進めた。 
 海外の情報の収集については、上記のほか、
海外で行われた会議等に参加したり、海外の
大学や研究所等の図書館においても資料収
集を行った。 
 なお、上記のような作業を通じて得られた
成果については、後述する論文等（日本語お
よび英語によるもの）のほかに、国内外での
研究会等で報告を行い、積極的に発信を行っ
た。 
 
４．研究成果 
(1) 本研究では、初年度から、事業者と消費

者との間の契約（消費者契約）に関する規律
の動向や問題点を整理することに努めた。こ
の点について、日本および比較法的研究の対
象としているヨーロッパ私法の動向を押さ
えることで、検討対象とすべき事項を抽出し、
さらに、より深く考察することに特に集中し
た。 
 
(2) 具体的には、ヨーロッパ共通売買法（後
掲雑誌論文④）やリスボン条約がヨーロッパ
法に与えた影響（後掲雑誌論文②）について
検討することで、ヨーロッパ私法および公法
における消費者契約に関する動向を把握す
ることができた。特に前者においては、中小
規模以下の事業者を消費者として保護する
必要性を再認識することができた。 
 
(3) 消費者と事業者との間の契約に関する
重要な側面としては、不招請勧誘（電話勧誘
および訪問勧誘）規制が挙げられる。これに
ついては、ヨーロッパ等におけるその在り方
や問題点について多くの論文で考察した（後
掲雑誌論文①、⑦、⑧、⑨、⑮、⑯、⑰、㉑、
㉒、㉘、㉛、㉝、㉟）。この検討を通じて得
られた示唆は複数あるが、中でも特に、消費
者の保護を通じて健全な事業者も保護され
ること、つまり、特にこの点においてはこれ
ら 2つの概念が同じ方向性にあることが確認
できた。 
 
(4) 消費者と事業者との間の関係において、
上記(3)と同様の重要性を有する側面として
は、広告規制がある。これについても、ヨー
ロッパにおける状況を複数の論文（後掲雑誌
論文⑥、⑬、⑭、⑳、㉔、㉕、㉖、㉗、㉚、
㉜、㉞）で検討した。ここでも、消費者契約
において消費者に一定程度以上の保護を提
供することで、健全な市場の確保、引いては
健全な事業者の保護を実現することができ
ることを再確認できた。なお、消費者と事業
者が具体的な取引を開始する前の段階（たと
えば、事業者が広告を行う段階）においても、
一定程度以上の保護水準を確保する必要性
について、比較法的考察を通じて示唆を得る
ことができた。 
 
(5) 上記の他にも、いくつかの視点から分析
を行ったが、最後に特筆したいのは、消費者
市民社会という枠組みにおける考察である
（後掲雑誌論文㊱）。この考察を通じて得ら
れた結論は、消費者市民社会という考え方の
下では、消費者概念は、消費者の事業者とし
ての側面、および事業者の消費者としての側
面を含めて捉える流れが引き継がれている
ということであり、本研究の検討について重
要な要素を抽出することができた。 
 
(6) 以上、本研究の対象については多角的な
分析および考察を加えたが、そのまとめの作
業についてはなお継続中であり、今後公表す



る予定であることも記しておきたい。 
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